
瀬戸内市監査委員公表第4号 

 

 

令和5年度定期監査結果報告に基づく措置状況の公表について 

 

 

令和5年度定期監査結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた

旨の通知が瀬戸内市長等からあったので、地方自治法第199条第14項の規定により、

次のとおり公表する。 
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所管部署 措置状況

総務部
総務課

職員が持ち込んでいる電気製品のう
ち、職務の遂行上必要なもの、職場環
境の改善に必要なもの、福利厚生の観
点から必要なもの等については、要望
があれば検討の上、市において購入す
ることとします。

総務部
契約管財課

職員が持ち込んでいる電気製品のう
ち、職務の遂行上必要なもの、職場環
境の改善に必要なもの、福利厚生の観
点から必要なもの等については、要望
があれば検討を行い市において購入す
ることとします。

指
摘
事
項

市が所有する備品が備品台帳に適切に記録
されていないことは適正を欠いており、是
正する必要があると認められる。

総務部
契約管財課

財産に関する調書を作成するために物
品の登録や、廃棄・移動の処理に漏れ
がないように周知をしています。ま
た、登録の確認に必要な備品台帳作成
マニュアル等をBRIGE内のキャビネット
に格納しています。

職員により持ち込まれた電気製品の数と状
況について、今後、全庁的な状況を調査す
るとともに、現在持ち込みされている物品
のうち、職務の遂行に真に必要な物品や、
事業者である市に職場環境の改善等の責務
があると判断されるものについては、市に
おいて購入すること等を検討する必要があ
ると認められる。

監査結果

指
導
事
項


